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菊池市事後審査型条件付一般競争入札公告共通事項書 

 

（平成２３年７月１日市長決裁） 

（平成２３年８月２２日一部改定） 

(平成２７年４月１日一部改定) 

（令和５年２月１日一部改定） 

（令和６年９月１日一部改定） 

（令和８年３月１日一部改定） 

 

 

第１ 総則 

本書で定める事項は、菊池市が実施する事後審査型条件付一般競争入札について適用する。 

第２ 入札の方法 

入札の方法は、原則として電子入札とする。 

第３ 競争入札に参加する者に必要な資格（以下「競争参加資格」という。） 

１ 競争入札に参加する者は、入札の期限の日から落札決定の日までの間において、次に掲げる条件をす

べて満たさなければならない。 

（１） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しないこと。 

（２） 対象工事に係る工事種別について、菊池市工事入札参加者資格審査格付要綱（平成１７年告示第１２

号。）第４条の規定に基づき、入札公告に示す建設工事の種類に係る入札参加者資格の認定を受けてい

ること。 

（３） 入札公告に示す建設工事の種類について、入札公告に示す経営事項審査の審査基準日の期間に属

する決算日等を審査基準日とする建設業法（昭和２４年法律第１００号。以下「法」という。）第２７条の２３の

規定に基づく経営事項審査が終了し、結果の通知を受けていること。 

（４） 菊池市競争入札参加資格者指名停止等措置要領（平成１９年告示第１４１号。以下「指名停止要領」と

いう。）に基づく指名停止を受けている期間中又は建設業等からの暴力団の排除に関する合意書に基づく

指名除外を受けている期間中でないこと。 

（５） 国税、都道府県税並びに市町村税の滞納がないこと。 

（６） 電子交換所における取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があるなど、経営状態が著

しく不健全でないこと。 

（７） 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生

法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定に基づく再生手続開始の申立てを行った者にあっては、当該

手続開始決定後、第２号に掲げる入札参加者資格に係る随時の審査に基づく認定を受けている者である

こと。 

（８） 入札公告に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関

連がある建設業者でないこと。 

なお、「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、以下のア又はイに該当

する者である。 

ア 当該受託者の発行済株式総数の１００分の５０を超える株式を有し、又はその出資の総額の１００分の５

０を超える出資をしている建設業者 
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イ 建設業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該

建設業者 

（９） 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと（基準に該当する者

のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合及び同一の共同企業体に属する場合を除

く。）。 

   ア 資本関係 

       以下のいずれかに該当する二者の関係にある場合。ただし、会社法（平成 17 年法律第 86 号）第２条第

３号に規定する子会社（以下「子会社」という。）又は子会社の一方が会社更生法第２条第７項に規定する

更生会社（以下「更生会社」という。）又は民事再生法第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社

（以下「再生手続が存続中の会社」という。）である場合を除く。 

    （ア）会社法第２条第４号に規定する親会社（以下「親会社」という。）と子会社の関係にある場合 

    （イ）親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 

イ 人的関係 

以下のいずれかに該当する二者の関係にある場合。ただし、（ア）については、会社の一方が更生会社

又は再生手続が存続中の会社である場合を除く。 

    （ア） 一方の会社の役員が、他方の会社役員を現に兼ねている場合 

    （イ） 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第６７条第１項又は民事再生法第６４条第２項の

規定により選任された管財人を現に兼ねている場合 

   ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 

その他上記ア又はイと同視し得る資本関係又は人的関係があると認められる場合 

（１０） 入札公告に示す建設工事の種類について、入札公告に示す格付等級の認定を受けているか、経営

事項審査の総合評定値（審査基準日が入札公告に示す経営事項審査の審査基準日の期間に属するも

ので直近のもの）が入札公告に示す要件を満たしていること。 

（１１） 営業所の所在地が入札公告に示す要件を満たしていること。なお、「営業所」とは、法第３条第１項に

定める営業所（入札公告に示す建設工事の種類に係る建設業の許可を有するものに限る。）をいう。「主

たる営業所」とは、建設業許可申請書別表又は別紙二に示された「主たる営業所」をいい、建設業を営む

営業所を統括し、指揮監督する権限を有する営業所で、通常は本社、本店を指す。 

２ 入札に参加する者は、競争参加資格確認申請書の提出期限の日から落札決定の日までの間において、

入札公告に示す施工実績、配置予定技術者に関する事項及びその他の条件をすべて満たさなければな

らない。 

なお、配置予定技術者は、施工中の他の工事に従事していないことを原則とするが、他の工事に従事し

ている場合は、当該工事の現場施工に着手する日の前に他の工事の完成検査が終了しているその他の

事由により、確実に当該工事に従事できる見込みであればよい。  

また、配置予定技術者については、法第７条第２号（特定建設業許可を有する者にあっては同法第１５条

第２号）の規定により営業所ごとに常勤して専ら職務に従事することとされている技術者（営業所専任技術

者）でない者とすること。ただし、入札公告に示す工事が、次の各号のすべての要件を満たす場合は、この

限りでない。 

（１） 請負金額が建設業法施行令第２７条第１項に掲げる金額未満の場合 

（２） 勤務する営業所において請負契約が締結された場合 

（３） 現場と営業所が近接し、常時連絡を取りうる体制にある場合 
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３ 入札後に競争参加資格を満たさなくなったとき（同一の技術者を重複して複数工事の配置予定技術者とする

場合において、他の工事を落札したことにより配置予定技術者を配置することができなくなったときを含む。）

は、直ちにその旨の申し出を行うこと。競争参加資格を満たさなくなったにもかかわらずその旨の申し出を行

わなかった場合においては、指名停止要領に基づく指名停止を行うことがある。 

第４ 競争参加資格の確認に必要な提出書類 

１ 第１４により落札候補者となった者は次の各号に掲げるもののうち入札公告において指定する書類を提出

しなければならない。ただし、開札の結果、複数の工事について落札候補者となった場合において、入札

公告に示す要件を満たす配置予定技術者を配置できなくなった場合には、提出してはならず、第３の３に

掲げる競争参加資格を満たさなくなったものとして取り扱う。 

（１） 競争参加資格確認申請書（様式第１号）（以下「申請書」という。） 

（２） 入札公告に示す営業所の所在地が熊本県以外の地域を含む場合は、当該営業所の所在地を証する

ために必要な次に掲げる書類。現在有効な建設業許可に係る許可申請書の別表又は別紙二の写し。た

だし、許可を受けた後に、所在地や営業所の業種に変更があった場合は、当該変更届出書の写し（別表

又は第二面を含む。） 

（３） 入札公告に示す経営事項審査の審査基準日の期間に属する決算日等を審査基準日とする経営規模

等評価結果通知書兼総合評定値通知書（直近のものに限る。）の写し 

（４） 同種工事の施工実績調書（様式第２号）（以下「実績調書」という。）及びその記載内容を証するために

必要な次に掲げる書類 

財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム」（以下「ＣＯＲＩＮＳ」という。）に登録さ

れている竣工時カルテの写し。ただし、当該工事がＣＯＲＩＮＳに登録されていない場合は、ＣＯＲＩＮＳの

竣工時カルテに代えて、契約書の写し（当該工事が、共同企業体によるものの場合は、建設工事共同企

業体協定書の写しを含む。） 

その他、入札公告に掲げる条件を満たす工事であることを確認できる書類（設計図書のうち、当該部分

が記載されている箇所の写し、建築物にあっては建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）に基づく検査済

証の写し等） 

（５） 配置予定技術者の資格及び施工経験調書（様式第３号）（以下「資格等調書」という。）及びその記載内

容を証するため必要な次に掲げる書類 

なお、入札公告に示す施工経験が「なし」の場合は、「工事名称等」及び「工事概要」欄は記載不要と

する。 

ア ＣＯＲＩＮＳに登録されている竣工時カルテの写し。ただし、当該工事がＣＯＲＩＮＳに登録されていない

場合は、ＣＯＲＩＮＳの竣工時カルテに代えて、契約書の写し（当該工事が、共同企業体によるものの場合

は、建設工事共同企業体協定書の写しを含む。）及び現場代理人・主任（監理）技術者通知書の控の写

し 

また、現場代理人又は主任（監理）技術者以外の役職で従事し、ＣＯＲＩＮＳの竣工時カルテで確認で

きない場合は、当該工事の施工体系図、組織図等配置予定技術者が当該工事に従事したことがわかる

書類の写し 

その他、入札公告に掲げる条件を満たす工事であることを確認できる書類（設計図書のうち、当該部

分が記載されている箇所の写し、建築物にあっては建築基準法に基づく検査済証の写し等） 

イ 入札公告に掲げる資格等を有することを証する免許・資格等の写し、国土交通大臣の認定書の写し、監

理技術者資格者証の写し、監理技術者講習修了証の写し、卒業証書等の写し、実務経験証明書、指導
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監督的実務経験証明書等 

ウ 申請書の提出期限の日以前３か月間の雇用関係を監理技術者資格者証の写しにより確認できない場

合は、市町村が作成する住民税特別徴収税額通知書の写し、健康保険・厚生年金被保険者標準報酬

決定通知書の写し、所属会社の雇用証明書等 

（６） 配置予定技術者の申請時における他工事の従事状況等調書（様式第３号の２）及びその記載内容が確

認できる契約書の写し等（配置予定技術者が他の工事に従事していない場合は、提出不要とする。） 

（７） 役員及び株主（出資者）調書（様式第４号） 

（８） 前項に掲げるもののほか、入札公告において定める書類 

２ 提出書類作成に係る留意事項 

第１項第４号及び第５号については、工事が完成し、引渡しが済んでいるものに限り記載すること。件数

は、入札公告に特別な定めがない限り、各１件とする。 

第５ 申請書等の提出方法 

（１） 申請書等の提出方法 

落札候補者は、申請書等（第４の第１項第１号から第８号までのうち入札公告において指定する書類）を

市長が指定する期間中に電子入札システムで提出すること。 

（２） その他 

ア 申請書等を期限までに適切に提出しない者及び競争参加資格がないと認められた者は、落札者と

して決定されない。 

イ 提出書類の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 

ウ 提出書類は、返却しない。 

エ 提出期限後における提出書類の差替え及び再提出は、特別の事情がある場合を除き認めない。 

オ 提出書類に虚偽の記載をした場合においては、指名停止要領に基づく指名停止を行うことがある。 

カ 市は、提出書類を競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。 

第６ 設計図書の閲覧 

設計図書は、入札公告に示す期間中、入札公告に示す方法により、閲覧を行う。 

第７ 質問書の提出及び回答 

１ 入札公告、共通事項書及び設計図書に対する質問がある場合は、書面（様式は自由）により、入札公告に

示す期間中、入札公告に示す方法により提出すること。 

２ 当該質問に対する回答は、入札公告に示す期間中、入札公告に示す方法により閲覧に供する。 

第８ 最低制限価格の設定 

１ 地方自治法施行令第１６７条の１０第２項の規定に基づき、最低制限価格を設ける。そのため、最低制限

価格に満たない入札価格を提示した者は失格とする。 

２ 最低制限価格は、入札後速やかに公表する。 

３ 必要経費の積算が困難な解体工事（有害物質等の処理等を含み、専門業者等の見積もり（外部による必

要経費の積算）に頼らざるを得ないもの）については、工事の品質を担保する条件等を提示した性能発注

としたうえで、最低制限価格は設定しないこととする。 

第９ 入札保証金及び契約保証金 

１ 入札保証金は、免除する。 

２ 契約保証金は、請負金額の１０分の１以上を納付するものとする。ただし、国債若しくは県債（利付債に限

る。）の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
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また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保

証金を免除する。 

第１０ 入札方法等 

１ 入札公告に示した入札期間中に入札すること。 

２ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に消費税相当額を加算した金額（当該金額に１円未満

の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額より消費税相当額を除

いた金額を入札書に記載すること。 

３ 入札執行回数は、１回とする。 

第１１ 工事費内訳書の提出 

１ 入札書に記載される金額と一致した工事費内訳書を添付すること。 

２ 工事費内訳書の様式は自由であるが、工事区分、工種、種別、細別（建築工事については種目、科目、

中科目）まで記載すること。また、記載内容は最低限、数量、単価、金額等を明らかにすること。 

なお、設計図書に示した項目以外の項目（端数処理を除く。）は認めない。 

３ 工事費内訳書の確認の結果、談合の疑いがある場合や積算単価等に疑義がある場合は、必要に応じて、

単価明細書の提出、事情聴取等の追加調査を実施する。 

第１２ 開札及び落札保留 

１ 開札は電子入札で行う為、入札参加者の立会は不可とする。 

２ 開札後、直ちに落札保留の通知をする。 

第１３ 入札の無効 

菊池市競争契約入札心得（平成１７年告示第１１１号）（以下「心得」という。）第８条に該当する入札、又は

申請書等提出書類に虚偽の記載をした者のした入札その他入札に関する条件に違反した入札は無効とす

る。 

なお、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取消すものとする。 

第１４ 落札候補者の決定方法 

１ 開札後、菊池市会計規則（平成１７年菊池市規則第５０号）第６８条の規定に基づいて作成された予定価

格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札候補者とする。ただし、第８の１により最低

制限価格を設けている場合は、最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格を提

示した者を落札候補者とする。 

２ 最低の価格で有効な入札を行った者が複数いる場合は、心得第１０条によりくじにより落札候補者を決定

する。 

なお、落札候補者が落札者として決定されず、次に落札候補者となるべき者が同額入札により複数いる

場合は、落札者として決定されなかった落札候補者を除き入札時におけるくじ番号を使用し、落札候補者を

決定する。 

第１５ 競争参加資格の確認、落札者の決定 

１ 競争参加資格の確認は、申請書等の提出期限の日をもって行うものとし、落札候補者の競争参加資格が

認められたときは、落札候補者を落札者とする。 

２ 落札候補者の競争参加資格がないと認められたときは、落札候補者に対し競争参加資格確認通知書に

よりその旨を通知し、次に低い価格を提示した者から順に申請書等の提出を求め、競争参加資格が確認で

きた最初の者を落札者とする。 
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第１６ 入札結果の公表 

入札結果は、落札者の決定後遅滞なく公表するものとし、総務部財政課及びインターネットを利用した閲

覧方式で公表する。 

第１７ 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明 

１ 競争参加資格がないと認められた者は、市長に対して競争参加資格がないと認めた理由について、入札

公告に示した期間内に、入札公告に示した場所へ、書面により説明を求めることができる。 

２ 説明要求に対する回答は、入札公告に示した日までに書面により回答する。 

第１８ 契約書作成の要否及び支払条件 

契約書を作成するものとし、支払条件は、菊池市公共工事請負契約約款（令和２年告示第６８号）又は菊池

市公共工事関係業務委託契約約款（令和２年告示第７２号）若しくは菊池市公共建築設計業務委託契約約

款（平成２３年告示第５８号）によるものとする。 

第１９ 苦情申立て 

本手続における競争参加資格の確認その他の手続に関する苦情については、苦情の原因となった事実を

知り、又は合理的に知り得たときから５日以内に、苦情を申し立てることができる。 

第２０ その他 

１ 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

２ この共通事項書及び入札公告に記載する日時、日数、期間については、菊池市の休日を定める条例（平

成１７年条例第３号）第１条に規定する菊池市の休日を含まず、午前８時３０分から午後５時１５分までとす

る。 

３ 入札参加者は、菊池市競争契約入札心得他関係規程を遵守すること。 

４ 申請書等提出書類に虚偽の記載をした場合その他入札手続において不正又は不誠実な行為を行った場

合は、指名停止要領に基づく指名停止を行うことがある。 

５ 落札者は、第４の提出書類に記載した配置予定技術者を当該工事の現場に配置すること。 

なお、入札公告において技術者の専任を求められている場合は、当該技術者は専任の者としなければ

ならない。工事現場における技術者の専任期間については、監理技術者制度運用マニュアル（平成１６年３

月１日国総建第３１６号）による。 

この技術者は、病休、退職等のほか、工場製作から現場設置への移行がある場合、工期が複数年に及

ぶ場合、予測し得ない大幅な工期の延長がある場合等、特別な場合を除き、変更を認めない。技術者の変

更が認められた場合は、原則として、第３第２項に掲げる条件を満たす者を配置しなければならない。 

なお、やむを得ないと認められる場合を除き、配置予定技術者を当該工事現場に配置できない場合は、

契約前にあっては、契約を締結せず、契約後にあっては、指名停止要領に基づく指名停止を行うことがあ

る。 

６ 第３第１項第３号、第４第１項第２号から第３号を除き、委託業務についても本共通事項書を準用する。また、

「工事」を「業務」に、「ＣＯＲＩＮＳ」を「TECRIS」に読み替える。 


